
関係団体 御中

「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリスト」の一部訂正について

標記につきまして、卿俳氏のとおり、地方厚生(支)局医療課宛て連絡しましたので、

貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたしま

す。
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地方厚生(支)局医療課御中

「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリスト」の一部訂正について

「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和

8年5月29日保険局医療課事務連絡)の発出に伴い、別添のとおり、施設基準届出

チェックリストの一部訂正をしましたので、届出が必要な施設基準の確認や届出漏れ

の防止などにご活用いただきますようぉ願いします。

事務連

令和8年5月

(別添 1)

(別添 2)

【病院用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報酬改定)

匪科診療所剛施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報酬改定)

絡

29日

厚生労働省保険局医療課



0 このチェックリストほ、令和8年度診療報酬改定に伴って新設又は要件変更となった施設基準をりスト化したものです。

チェック欄は、届出が必要な施設基準・届出が完了した施設基準に口を入れるなど、届出漏れの防止にご活用ください。

0 施設基準の具体的な内容は、告示、通知等をご確認ください。

今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い内容が変更される場合があるため、届出時に変更がないかどうか改めてご確認をお願いします。

URL: h杜 S: WWVV.mhl、N.0.' stf new a e 67729.html

をしたことにはなりせんしても生注意:チェックリストを戸の に

(支)局へ届出期限までに届出様式を提出ください。各施設基準ごとに要件を満たした上、各地方厚生

EXC01のオートフィルター機能を使用すれぱ(▼ボタンを押

下)、例えぱ、届出期限の順に対象となる施設基準を並

べ替えることや、特掲診療料や基本診療料を分けて並べ

替えることもできます。

詔旦

令禾山年6月1日基本診療料

令f胎年6月1日基本診庫料

令f宙年6月1日基本診療料

令f山年6月1日基本診療料
令手山年6月1日基本診那料

令手山年4月1日基本診療料

令禾山年6月1日基本診療料

令禾偽年6月1日基本診療料

令ネm年6月1日基本診療料

令f噂年6月1日墓本診療料
令禾噂年6月1日基本診療料

令fm年6月1日基本診療料

令チ嚇年6月1日基本診療料

?
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初診料(医科)の注16に規定する電子的杉療情帳連携体制整備加算2並びに再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定毛

自医療機関が届出対象となっている施設基準が分

かるように、届出対象欄のプルダウンを活用してくだ

さい。(Exce1のオートフィルター機能で、届出対象の

施設基準だけを表示できます)

初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算3並ぴに再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定
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のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。このチェックリストは、

た1一創設された施設基準(新設)及び届出直しが要な施設基準(要件変更)について

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「 で届出ください。

にけ'し生ください生各届出様式については所管の 1スHP エ゛ ー^

項番

【病院用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報酬改定)

出

2

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和9年4月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

3

分

基本療料

基本診療料

基本診料

本診料

基本診療料

基本料

本診療料

基本療料

新設
要件変更

8

口

チェック

届出対魚

口

施設基準

初診料(医科)の注16に規定する電子的診療報連体制整備加 1並びに再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定する
電子的診療報連体制整備加
初診料(医科)の注16に規定する子的診療情報連携体制整備加算2並びに再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定する
子的診療報連携体制整備加

初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算3並びに再診料(医科)の注19及ぴ外来診療料の注10に規定する
電子的診療情報連体制整備加算
電子的歯科診療情報連体制整備加 1
電子的歯科診療情報連体制整備加 2
外来データ提出加算

情報通信機器を用いた看護業務の効率化に係る基準

継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準(入院料減免除)

一般病棟入院基本料(急性期病院一般入基本料)
神病棟入院基本料(急性期病院神病棟入院基本料)
精神病棟入院基本料の注71こ規定する神病棟看護・多職種協加
特定機能病院入院基本料(特定機能病院A入院本料及ぴ特定機能病院B入院基本料)
特定機能病院入院本料の注11に規定する精神病棟看雁・多職種協働加算

令和8年10月1日

新

令和8年5月29日

チェック棚

届出状況

本診療料

令和9年6月1日

新

本診療

口 急性期総合体制加算

新 口 急性期総合体制加算

更新日

備考

外来・在宅ベースアップ評価料(Dの注
5等に係る届出(項番150)と同一の様式
で届出可能

(令和8年3月31日時点で「旧定方法」
別表第一「A200」に掲げる総合入院体
制加又は「A200-2」1こ掲げる急性
期充実体制加算に係る届出を行ってい
る保険医療機関において、令和8年10月
1日以降に引き続き急性期総合体制加算
を算定する場合に限る。)

(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」
別表第一「A200」に掲げる総合入院体
制加算又は「A200-2」に掲げる急性
期充実体制加に係る届出を行ってい
る保険医療機関において、令和9年6月
1日以降に引き続き急性期総合体制加算
を算定する場合に限る。)
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のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどぅか、改めてご確認をお願いします。このチエックリストほ、

新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準(要件変更)について

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「 で届出ください。

生 にけ'しください各届出様式については所管の HP 1スエ゛ ー^

項番

【病院用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報酬改定)

令和10年6月1日基本診療料

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

分

チェック欄

新設
要件変更

チェック欄

基本診療料

本診療料

基本診療料

基本診療料

基本診療料
基本療料

基本診療料

本診療料

基本診療料

本診療料

基本診療料
基本診療料

基本診療料

届出対象 届出状況

設

新

口 急性期総合体制加算

包括期充実体制加算
医師事務作業補助体制加 1のICT 器を活用した配置人数の算入方法に係る基準

医師事務作業補助制加 2のICT機器を活用した配置人数の算入方法に係る基準

「A207-5」電子的診療報連体制整備加 1

「A207-5」電子的診療情報連携体制整備加算2

・多職種協働加
産科管理加 1

精神科慢性身体合併症管理加

リハビリテーション・栄養・口腔連携体伽仂口 2

口腔管理連加

感染対策向上加算1の注3に規定する微生物学的検査体制加算

身体的拘東最小化推進体制加算
地域支援・医藁品供給対応体制加 1

地域支援・医薬品供給対応体制加 2

地域支援・医藁品供給対応体制加算3

病棟薬剤業務実施加 1
地域医療体制確保加 2

医療提供機能連携確保加

神科地域密着多機能体制加 1

神科地域密着多機能体制加 2

神科地域着多機能体制加 3

救命救急入院料1の注12に規定する広囲熱管理加算
救命救急入院料2の注12に規定する広範囲熱管理加算

特定中治療室管理料1の注引こ規定する広範囲熱管理加算
特定集中治療室管理料2の注引こ規定する広囲熱傷理加算
特定集中治療室管理料3の注8に規定する広囲熱管理加

ハイケアユニット入院医療管理料の注5に規定する入院料

地域包括医療病棟入院料1の注11に規定するりハビリテーション・栄養・口腔連携加算2
地域包括医療病棟入院料2の注11に規定するりハビリテーション・栄養・口腔連携加算2
回復期りハビリテーション病棟入院料1の注4に規定する回復期りハビリテーション強化体制加算

基本診療料

本診療料
本診療料

基本診 料

基本診 料

基本診療料

基本診療料

本診療料

料
基本療料

基本診療料

基本診療料

基本診療料

基本療料

基本診療料
基本診料

(令和8年3月31日時点で「旧定方法」
別表第一「A200-2」に掲げる急性期
充実体制加に係る届出を行っている
保険医療機関において、令和10年6月1
日以降に引き続き急性期総合体制加算
を算定する場合に限る。)

令和8年5月29日
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新

備考

更新日
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のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。このチエックリストは、

新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準( )について

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「 で届出ください。

こけ'し生 ください各届出様式については所管の 1スHP エ゛ ー^

項番

【病院用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報酬改定)

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和9年6月1日

令和8年10月1日

令和8年10月1日

令和10年6月1日

分 新設
要件変更

設

新

新

新

チェック欄

届出対象

本診療料

施設基準

地域包括ケア病棟入院料1の注14に規定するりハビリテーシヨン・栄養・口腔連携加
地域包括ケア入院医療管理料1の注14に規定するりハビリテーション・栄・口腔連携加
地域包括ケア病棟入院料2の注14に規定するりハビリテーション・栄養・口腔連加
地域包括ケア入院医療管理料2の注14に規定するりハビリテーション・栄・口腔連携加算
地域包括ケア病棟入院料3の注14に規定するりハビリテーション・栄養・口腔連携加算
地域包括ケア入院医療管理料3の注14に規定するりハビリテーション・栄養・口腔連加算
地域包括ケア病棟入院料4の注14に規定するりハビリテーシヨン・栄養・口腔連加
地域包括ケア入院医療理料4の注14に規定するりハビリテーシヨン・栄養・口腔連携加算
神科急性期治療病棟入院料2の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加
入院手術対応加
機能強化加

一般病棟入院基本料

療養病棟入院基本料(療養病棟入院料2)

精神病棟入院基本料

基本料

基本診療料

基本診療

新設

要件更

要件褒更

要件褒更

要件更

令和8年10月1日

令和8年10月1日
令和9年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

(急性期一般入院料6、地域一般入院基
本料及ぴ特別入院基本料を除く。)

(15 対1入院基本料、18対1入院基本
料、及ぴ20対1入院基本料に限る。)

(令和8年3月31日時点で旧算定方法
別表第一「AI04」1こ掲げる特定機能病
院入院基本料(一般病棟に限る。X7対
1入院基本料に限る。)1こ係る届出を行っ
ている保険医療機関において、令和8年
10月1日以降に特定機能病院入院基
本料を引き続き算定する場合に限る。)

(7対1入院基本料に限る。)

本診療料要件査 口

基本診料

基本診療料
基本診 料

料本診

令和9年1月1日

令和8年6月1日

基本診療

口 特定機能病院入院基本料

本診療料要件褒更

要件変更

専門病院入院基本料
バイオ後続品使用体制加算

救命救急入院料1の注11に規定する症患者対応体制強化加算
救命救急入院料2の注11に規定する重症患者対応体制強化加算

口

更新日

特定集中治療室管理料1

口 特定集中治療室管理料1の注61こ規定する重症患者対応体制強化加算

口

(令和8年3月31日時点でΠ日算定方
法」別表第一「A301」に掲げる特定集中
治療室管理料1又は2に係る届出を行っ
ている保険医療機関において、令和9年
1月1日以降に引き続き算定する場合に
限る。)

口

令和8年5月29日

チェック

届出状況
備考

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

料
料
料
料
料

療
療
療

診
診
診

本
本
本
本
本

基
基
基

料
料
料
料

療
療
療

診
診

本
本
本
本

基
基

墾
噐
一
旦
盤
墨
墨
匝
鐙
旦
墾
旦
凶
旦

ロ
ロ
ロ
ロ

更
更
更

件
件
件
件

要
要
要
要

盤
錐
5
-
6
-



のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。このチェックリストは、

新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準(要件変更)について

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「 で届出ください。

にけ'し生ください各届出様式については所管の 1スHP エ゛ ー^

項番

【病院用】施設基準届出チ土ツクリスト(令和8年度診療報酬改定)

令和9年1月1日

分

令和8年6月1日

基本診療料要件爽更

新設
要件変更

令和9年1月1日

チェック欄

届出対数

基本診療料要件更

令和8年6月1日

令和9年1月1日
令和9年1月1日

令和9年1月1日
令和9年6月1日

令和8年6月1日

基本診療料要件更

基本診療料要件変更

口

令和8年10月1日

特定集中治療室管理料2

79

口

令和8年8月1日
令和8年10月1日

令和8年10月1日

令和8年10月1日

令和8年6月1日

令和8年8月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

特定集中治療室管理料2の注6に規定する重症患者対応体制強化加算

備考

(令和8年3月31日時点でΠ日定方
法」別表第一「A301」に掲げる特定集中
治療室管理料3又は4に係る届出を行っ
ている保険医療機関において、令和9年
1月1日以降に引き続き算定する場合に
限る。)

(令和8年3月31日時点でΠ日算定方
法」別表第一「A301」に掲げる特定集中
治療室管理料5又は6に係る届出を行っ
ている保険医療機関において、令和9年
1月1日以降に引き続き算定する場合に
限る。)

口

本診療料要件褒更

特定集中治療室管理料3

口

基本診療料

基本診療料

本診療料

本診療料

本診療料
基本診療料

特掲診療料

料特

特掲料

特掲料

特定集中治療室管理 3の注6に規定する重症患者対応体制強化加算
ハイケアユニット入院医療管理料1
ハイケアユニット入院医療管理料2

脳卒中ケアユニット入院医療管理料

総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料)
地域包括医療病棟入院料1

要件褒更
要件更

要件

要件褒更
要件更
要件更

口

施設基準

地域包括医療病棟入院料2

回復期りハビリテーション病棟入院料1

回復期りハビリテーション病棟入院料2

回復期りハビリテーション病棟入院料3

回復期りハピリテーション病棟入院料4
精神科救急急性期医療入院料の注51こ規定する精神科救急医療体制加算
特定機能病院りハビリテーション病棟入院料

遠隔電子処方笈活用加算

地域小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実
施体制加

救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1
救急外来医学管理料2及び同注31こ規定する救急外来緊急検査対応加算2

更新日

口

口

(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」
別表第一「A304」に掲げる地域包括医
療病棟入院料に係る届出を行っている
病棟において、令和8年10月1日以降に
引き続き算定する場合に限る。)

令和8年5月29日

チェック欄

届出状況

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

更
更
更
更
更

褒
褒
査
変

件
件
件
件
件

要
要
要
要

料
料
料
料
料

療
療
療
療

診
診
診
診

本
本
本
本
本

基
基

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

π
一
乃
西
乃
元
五

新
新

即
亙
器
亟
堕
部
一
器
一



のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどぅか、改めてご確認をお願いします。このチェックリストほ、

新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準(要件変更)について

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「届出期限」必着で届出ください。

1こナ'しください各届出様式については所管の 1スHP エ゛ ー^

項番

チエック欄

届出状況届出

【病院用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報酬改定)

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和9年4月1日

令和9年4月1日

分

特

特掲

新設
要件変更

令和9年4月1日

料

療料

チェック欄

届出対象

特掲診療料

令和9年4月1日

特掲診療料

令和9年4月1日

新

特掲診療料

令和9年4月1日

救急外来医学管理料3

救急外来医学管理料の注51こ規定する救急時医療情報取得加算
地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算

97

口

令和9年4月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

掲診療料

新

充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合)

特掲診療料

口

(令和8年3月31日において現に生活習
憎病管理料(Dの注4又は生活習慣病
管理料(Ⅱ)の注4に係る届出審行ってい

る保険医療機閏については、令和9年4
^

1 ここ

登.2.

(令和8年3月31日において現に生活習
、 4

管理料(Ⅱ)の注4に係る届出寺行ってい

る保険医療機関については、令和9年4
^ーI P こ

100

新

充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合)

特掲料

特掲料

特掲診療料

令和8年6月1日

口

新

充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合)

口 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合)

特掲診療

口

施設基準

充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合)

要件更

充実管理加 2(糖尿病を主病とする場合)
心不全再入院予防継続管理料1及び2
心不全再入院予防継続管理料3

口 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準

更新日

備考

令和8年月31日時点で「診療報酬の
算定方法の一部を改正する告示」による
改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧
算定方法」という。)別表第一「D026」に
掲げる検体検査判断料の注6に規定す
る'伝カウンセリング加に係る施設基
準の届出を行っている保険医療機関を
除く。

(令和8年3月31日において現に生活習
慣病管理料(1)の注4又は生活習慣病
管揮料(Ⅱ)の注4に係る届出寺行ってい

る俣険医痔機閏については、令和9年4
^ーI P

丕▲Σ

令和8年5月29日

新
新
新

ロ
ロ
ロ

器
一

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ

9
 
0
 
1

8
 
9
 
9



のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。このチエックリストは、

新たに創設された施設基準(新設)び届出直しが必要な施設基準(要件変更)について

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「届出期限_1必着で届出ください。

にけ'し生ください各届出様式については所管の エ゛ 1ス、HP ^^

項番

【病院用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報酬改定)

令和8年6月1日

102

103

10

分

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

105

特掲診療料要件変更

新設
要件変更

令和8年6月1日

106

107

10

10

11

1 1 1

"

チェック欄

届出対数

特掲診料

特掲診療料

特診料

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

口特掲診料

特掲診料

特掲療料

口

1!旦

遺伝性疾患療養指導管理料の注51こ規定する施設基準

令和8年6月1日

114

別添1の「第14の2」の2の(3)に規定する在宅医療充実体制加算
特別管理加

口腔機能実地指導料

口

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準

設

口救急患者連搬送料

^在宅患者訪問看・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)1こ規定する訪問看護
医療情報連加

^訪問看護遠隔診療補助料
^在宅自己腹膜濯流指管理料2

^在宅持続陽圧呼吸療法指管理料の注21こ規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
^抗アデノ随伴ウイルス血清型rh74(AAV小74)抗体
^ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出

特療料

特掲診療料
特掲診料

特掲診療

特掲診療料
料特掲
料特掲診

特掲診療料

施設基準

旦 ウイルス・細薗核酸多項目同時検出

新

壁側胸膜凍結生検法

ポジトロン断層撮影(PSMAイメージング剤を用いた場合に限る。)
ボジトロン断・コンピューター断複合撮影(PSMAイメージング剤を用いた場合に限る。)

ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影中SMAイメージング剤を用いた場合に限る。
通院・在宅精神療法の注9に定する心理支援加

通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算2
通院・在宅精神療法の注13の施設基準
認知療法・認知行動療法3

更新日

在宅時医学総合管理料の注16(施設入
居時等医学総合管理料の注5の規定に
より準用する場合を含む。)に規定する
基準に該当しない場合に限る。

(令和8年5月31日時点で「旧算宇方
1 -「 0 3 こ 1
ロ「2 レス・

■核酸多項目同時検出(SARS-COV-

2核酸検出寺含まないキ,の)1こ係る楴段
甚準の届出寺行っている俣険医療機閏
寺除く,)

^
^
^
^
^
^
^
^

令和8年5月29日

チェック欄

届出状況

口

令和8年月31日時点で「旧算定方法」
別表第一「D026」に掲げる検体検査判
断料の注7に規定する遺伝性腫癌カウン
セリング加算に係る施設基準の届出を
行っている保険医療機関を除く。

備考

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ

設
設

新
新

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

設
設

新
新
新

料
料
料
料
料

療

診
掲
掲

特
特
特
特
特

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

新
新

怖
玉
構
面
塑



のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。このチェックリストほ、

新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準(要件変更)について

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「届出期限1必着で届出ください。

にけ'L生 ください各届出様式については所管の 1スHP エ゛ ー^

項番

【病院用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報酬改定)

令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

分 新設
要件変更

新

チェック欄

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

届出対数

チェック欄

新設

特掲

代替法診体制充実加

同死体移植機械港流保存
3次元プリント有床歯

静脈奇形硬化療法

脛遠位骨切り術

人工閏節換術(人工肩関節置換術(屡移行を伴うもの)に限る。)
人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)

能的定位脳手術(てんかんの場合)

ヒト角膜内皮胞移植術口

経皮的選択的眼脈注入術

上咽頭腫癌摘出術(鏡視下によるもの)、中咽頭腫癌摘出術(鏡視下によるもの)、下咽頭腫癌摘出術(鏡視下によるもの)、喉頭蓋嚢腫
摘出術(視下によるもの)及び喉頭腫摘出術(鏡視下によるもの)
心腫摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)1こ限る。X内視鏡手術用支援機器を用いる場合)、心腔内粘液腫摘出術(単独のもの
(胸腔下によるもの)1こ限る。)(内視手術用支援機器を用いる場合)
弁置換術(大動脈弁、僧帽弁及ぴ中心線維体の再建を含むものに限る。)
経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術
経皮的三尖弁クリ、ソプ術
神経焼灼術

腹腔鏡下りンパ節群郭;術(傍大動脈X内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
腹腔鏡下鼠径へルニア手術(両側X内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
腹腔鏡下骨盤内臓全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
腹腹切除を伴う多器合併切除術

子宮悪性腫癌手術(子宮悪性腫癌センチ才、ルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫癌センチ才、ルリンパ節生検加算2を算定する場合に
限る。)

腔鏡下子宮悪性腫手術(子宮頸がんに対して内視鏡手術用支榎機器を用いる場合)
医科点数表第2章第10部手術の通則の9に掲げる頭頸部悪性腫センチネルリンパ節生検加算
歯科点数表第2 第9部手術の通則第7号に掲げる頭頸部悪性腫癌センチ才、ルリンバ節生検加算
外科医療確保特別加

内視手術用支援機器加算
吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎖静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1
吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による道確保を伴わないもの)2
歯科吸入麻酔又は歯科脈麻酔(Ⅱ)

国際標準病理診断理加

継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準(外来・在宅ベースアップ評価料(1)の注5等)

外来・在宅ベースアップ評価料①の注5

料

新
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特掲診

届出状況
備考

令和8年5月29日

入院料減算免除に係る届出(項番8)と
同一の様式で届出可能

新
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のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。このチェックリストほ、

新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準(要件変更)について

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「 で届出ください。

1こナ'し生ください各届出様式については所管の 1スHP エ゛ ^^

項番

54

55

6

57

58

59

60

61

【病院用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報酬改定)

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年10月1日

令和9年6月1日

令和9年6月1日

令和9年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和9年6月1日
令和9年6月1日

令和9年6月1日

令和8年10月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

分

162

64

65

66

67

168

169

170

新設
要件変更

チェック

届出対象

乳癌患者に対して、抗悪性腫癌剤による
治療法の選択を目的として検査を実施す
る場合に限る。

171

172

173

外来・在宅ペースアッ評価料(Ⅱ)の注5及び注6
歯科外来・在宅ペースアップ評価料(1)の注5
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及ぴ注6

歯科技工所ベースアップ支援料

外来腫化学療法診療料1

別添1の「第14の2」の1の(1)1こ規定する在宅療養支援病院
別添1の「第14の2」の1の(2)1こ規定する在宅療養支援病院
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院

CT撮影及びMR1撮影

通院・在宅神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算1
通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加 2
医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1
医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時問外加算1

医科点数表第2章第9 処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1

周術期栄管理実施加算

外来・在宅ペースアップ評価料①

外来・在宅ペースアップ評価料(Ⅱ)(1~24)

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(D

歯科外来・在宅ペースアップ評価料(Ⅱ)(1~24)

入院ベースアップ評価料(1~500)

要件変更

特掲診療料

特掲診療料

特診療料

特掲診料

特掲診療料

特掲診療料

174 令和8年6月1日

要件更

要件変更

要件変

要件変更

要件変更

要件変更

令和8年5月29日

チェック欄

特掲診療料要件褒更

届出状況施設基準

BRCAI/2遺伝子検査の腫癌細胞を検体とするもの

更新日

備考

128列以上のマルチスライス型の機器に
よるCT撮影に限る。
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このチェックリストは、令和8年度診療報酬改定に伴って新設又は要件変更となった施設基準をりスト化したものです。

チェック欄は、届出が必要な施設基準・届出が完了した施設基準に口を入れるなど、届出漏れの防止にご活用ください。
施設基準の具体的な内容は、告示、通知等をご確認ください。
今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い内容が変更される場合があるため、届出時に変更がないかどうか改めてご確認をお願いします。

URL: hせ S

生チェックリスをF の

各施設基準ごとに要件を満たした上、

WWW.mhl゛/.0

Exce1のオートフィルター機能を使用すれは(▼ボタン

を押下)、例えは、届出期限の順に対象となる施設
基準を並べ替えることや、特掲診療料や基本診療料
を分けて並べ替えることもできます

Stf new a e 67729.html

新4斐届出対歌区分

豆豆要件変毛
令手舶年6月1日基本診療料新

令手舶年6月1日

にヨしても施、基,をしたことにはなしません

各地方厚生(支)局へ届出期限までに届出様式を提出ください。

3 令手08年6月1日

4

届出状況

令和8年6月1日

令禾口9 4 1
08年6月1令

令禾山年6月1

基本診庶料

7

口基本診庶料

8

9

令禾胎年6月1日

令禾08 6 1日
6月1
^
山
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Ⅱ9 6 1

令禾08年6 1

基本診療料

新

備考

基本彪療料

基本診庶料

基本診庶料

外来・在宅ペースアップ評価料(1)の
庄5等1、係る届出(項番51)と同一の様
式で斤出0▲E
j 勺今

初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情叛連携体制整加算2並ぴに再診料(医科)の
' j19 ぴ外来今'斗の、'101こま{る、今.、.ゑ体告1 0

設

巨
初診料(医科)の注16に規定する電子的診療惰報連携体制整傭加算1並びに再診料(医科)の

体告1る電子、 今
^

,19 ぴ来1今療半の 101こま

新

基本診庶料

基本診療料

基本診療料

基本彪庶料

基本診療料

特掲診療料

口

自医療機関が届出対象となっている施設基準が
分かるように、届出対象欄のプルダウンを活用し
てください。(Exoe1のオトフィルター機能で、届出

対象の施設基準だけを表示できます)

初診料(医科)の注16に規定する電子的診療惰紐連携体制整備加算3並びに再診料(医科)の
^'休1今j'19及ぴ外来紗_料の注101こまーる

新

口 継続的に貸上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準(入院料減算免除)

日出 0外来データ
口腔管チ Ⅱ

「A207-5」電子的診療惰報連携体制整備加算1
有床診療所人院基本科及ぴ有床診療
所_床β一本料
有床診療所人院基本科及ぴ有床診療
所療床人院基科

入β春基本'斗有床彩、所
一料有床診

届出が完了した施設基準に

はチェックを入れてください。

「A207-5」電子的診療惰報連携体制整備加算2

体、束ハイ推進休制加算
1=科チ 0 2
"ヒイ
バイオ1 続品イ用休制加算
一β電子処方笑活加算

0算

有床診療所入院基本料

別添2
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:・系のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。このチェツクリストは、

新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準(要件変更)について

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「届出期限」必着で届出ください。

ーことにください 二各届出様式については所管の'・・゛_生二三HP エ゛ 1スー・'゛_:印1、,.

はなりません)

【医科診療所用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報改定)

項番 届出限

0

2

令和8年6月1日

3

令和8年6月1日

令和8年6月1日

4

区分

基本診療

令和8年6月1日

新設
要件変更

基本診療料

令和9年4月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日7

基本診療料

8

チエック

届出対象

新

有床診療所入院基本料及ぴ有床診療
所療養病床入院基本料

有床診療所入院基本料及び有床診療
所療養病床入院基本料
有床診療所療養病床入院基本料
有床診療所入院基本料

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和9年6月1日
令和9年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和9年4月1日

本診療料

新設

基本診
基本診

基本診

新設

14

料

新

初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算1並びに再診料(医科)の注
19及ぴ外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算

初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算2並びに再診料(医科)の注
19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算

初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算3並びに再診料(医科)の注
19及ぴ外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算

有床診療所入院基本料

基本診料

基本診療
基本診療料
基本診
基本診料
特掲診療料

特掲診療料

特掲診療料
特掲診療料
特掲診療
特掲診療料
特掲診療料

新設

新設

口

新

継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準(入院料減算免除)

外来データ提出加算
口腔管理連携加算

「A207-5」電子的診療情報連携体制整備加算1

施設基準

新

新設
新設
新設
新設
新設

「A207-5」電子的診療情報連携体制整備加算2

身体的拘束最小化推進体制加算
産科管理加算2
機能強化加算
バイオ後続品使用体制加算
遠隔電子処方篝活用加算
地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管
理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算
救急外来医学管理料1及ぴ同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1
救急外来医学管理料2及ぴ同注31こ規定する救急外来緊急検査対応加算2
救急外来医学管理料3
救急外来医学管理料の注51こ規定する救急時医療情報取得加算
地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算

更新日

チェック欄

届出状況

令和8年5月29日

外来・在宅ベースアップ評価料(Dの注
5等に係る届出(項番51)と同一の様式
で届出可能

地域包括診療加算

備考
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【医科診療所用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報改定)

更新日

このチェックリストは、 四:ー

新たに創設された施設基準(新設)び届出直しが必要な施設(要件変更)

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「届出期限」必着で届出ください。

縦ください(' Ξ各届出様式については所管の'・・゛_生 1ス亘HP エ゛
^

:二 ゛ー

はなりませ人ノ)。

項番

20 令和9年4月1日

21

:

区分

ノーつし、
^
9 4
^ー

令和9年4月1日

系のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。

22

新設
要件変更

特掲診療料

令和9年4月1日

23

チェック欄

届出対象

令和9年4月1

掲診療

24

新設

特掲診療料

令和9年4月1日

'い

^

新設

特掲診料

口

令和9年4月1日
令和8年6月1日

新

充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合)

特掲診療料

口

27

新設

充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合)

令和8年6月1日

特診料
特掲診療料

口

新設

充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合)

口

特掲診療

新設
新

施設基準

充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合)

口

令和8年3旦月31日時点で「診療報の
算定方法の一部を改正する告示」による
改正前の診療報酬の定方法(以下
「旧定方法」という。)別表第一rD02
6」に掲げる検体検査判断料の注6に規
定する遺伝カウンセリング加算に係る施
設基準の届出を行っている保険医療機
関を除く。

充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合)

要件変更

充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合)
心不全再入院予防継続管理料3

口 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準

チェック欄

届出状況

令和8年5月29日
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【医科診療所用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報改定)

更新日
このチェックリストは、

新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準(要件変更)ついて

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「届出期限」必着で届出ください。

:亙こ,ください('ニ'エ゛ 1ス各届出様式については所管の.・',_ 口 HP M '
,ー

はなりません)

項番 届出

0

28

29

令和8年6月1日

令和8年6月1日

30

区分

=:・愚のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。

令和8年6月1日

、「

こ

「22 レス・'

SARS-COV

ナ'い こ

ノーつし、

特掲療

掲診療料

新設
要件変更

新設

新設

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

チェック欄

届出対象

特掲診療料

特診料

特掲療料

特掲診療

特掲診療料
特掲診療料
特掲、療料
特診料

38

新設

令和8年6月1日

別添1の「第9」の1の(2)のアに規定する在宅療養支援診療所

別添1の「第9」の2の(3)に規定する在宅医療充実体制加算

在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合
を含む。)1こ規定する基準

救急患者連携搬送料
在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用す
る場合を含む。)に規定する訪問看護医療報連携加算
訪問看護遠隔診療補助料
在宅自己腹膜港流指導管理料2
在宅持続陽圧呼吸療法指管理料の注21こ規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
抗アデノ随伴ウイルス血清型rh74(AAvrh74)抗体
ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出

新

新

新設
新設

口

令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日

特掲診療
特掲診料
特掲診

特診療料

特診療料
特診療

施設基準

一

口

-2

壁側胸膜凍結生検法
ポジトロン断層撮影(PSMAイメージング剤を用いた場合に限る。)
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影炉SMAイメージング剤を用いた場合に限る。)
ボジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(PSMAイメージング剤を用いた場合に限
る。)

地域支援・外来医薬品供給対応体制加算
通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算

チェック欄

届出状況

令和8年5月29日

宙二

こつし、 1

日までの経過惜置あり)

ー^

口

備考

在宅時医学総合管理料の注16(施設入
居時等医学総合管理料の注5の規定に
より準用する場合を含む。)に規定する
基準に該当しない場合に限る。

救急患者連携搬送料2

^
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^
8 5 31

ー「D023
口

関寺除く。)

こ

設
設
新
新
新

少
昌
雲

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ

,
、
.

設
設

新
新
新
新
新
新

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

、
、

器
亙
盤
噐
一

一
二

旦

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7

3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3
 
3



【医科診療所用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報改定)

更新日

このチェックリストは、 」畳

新たに創設された施設基準(新設)及び届出直が必要な施設(要件変更)ついて

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「届出期限1必着で届出ください。

:畢に『縦ください 三
各届出様式については所,管の'・・,_' 1ス邑HP 'エ゛ ■

゛:^

はなりませ人ノ)。

項番

45 令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日
令和8年6月1日
令和8年6月1日
令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和8年6月1日
令和8年10月1日

区分

特療料
特掲料
特掲診療料
特掲診療料
特掲料
特掲診療料

特掲診療料

特掲療料

特診療料

特掲診

特掲診
特掲
特掲療料

:・系のものです。今後、生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。

新設
要件変更

新
設
新設
新設
新設
新設

新

新

新

新設

新設
新設
要件変更

チエック

届出対象

58

施設基準

通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指加算2
通院・在宅精神療法の注13の施設基準
認知療法・認知行動療法3
腎代替療法診療体制充実加算
同種死体移植腎機械濯流保存
人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)

吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)
2

国際標準病理診断管理加算
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準(外来・在宅ベースアップ評価料
(1)の注5等)

外来・在宅ベースアップ評価料①の注5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6
外来腫癌化学療法診療料1

^

令和9年6月1日

59 令和9年6月1日

特掲診療料要件変更

・上

口 別添1の「第9」の1の(1)1こ規定する在宅療養支援診療所

い

1:1の「 ^9 の1の 2 の

チェック欄

届出状況

^
^
口

令和8年5月29日

ーことに

備考

入院料減算免除に係る届出(項番4)と
同一の様式で届出可能

令和8年3月31日において現に在宅療
養支援診療所の届出を行っている保険
医療機関については、業務継続計画に
係る施設基準を満たした上で、令和9年
6月1日以降に引き続き届け出る場合に
限る。
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このチェックリストは、=:・系のものです。今後、生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。

新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準(要件変更)ついて

下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「届出期限」必着で届出ください。

生 しーことに
一日三ください各届出様式については所管の'・'゛_生:斥HP 1スエ゛ ロ^^

はなりませ人ノ)。

【医科診療所用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報改定)

項番 届出

60 令和9年6月1日

区分

乳癌患者に対して、抗悪性腫癌剤によ
る治療法の選択を目的として検査を実
施する場合に限る。

令和9年6月1日

新設
要件変更

特診療料要件変更

チェック欄

届

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日
令和9年6月1日

令和9年6月1日
令和9年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

令和8年6月1日

掲診療料要件変更

特掲診

特掲診
特掲
特掲
特掲
特掲診療
特掲療
特掲診療
特掲診療料

口

料要件変更

料要件変更
療料要件変更
要件変更料

要件変更料
要件変更
要件変更
要件変更
要件変更

別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所

令和9年6月1日

口

備考

別添1の「第9」の1の(3)1こ規定する在宅療養支援診療所

特掲診療料要件変更

CT撮影及びMR1撮影

通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算1
通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算3
医科点数表第2 第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1
医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時問外加算1
医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1
外来・在宅ベースアップ評価料①
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1~24)
入院ベースアップ評価料(1~500)

施設基準

更新日

BRCAI/2遺伝子検査の腫癌細胞を検体とするもの

チェック欄

届出状況

令和8年5月29日

令和8年3月31日において現に在宅療
養支援診療所の届出を行っている保険
医療機関については、業務継続計画に
係る施設基準を満たした上で、令和9年
6月1日以降に引き続き届け出る場合に
限る。

令和8年3月31日において現に在宅療
養支援診療所の届出を行っている保険
医療機関については、業務継続計画に
係る施設基準を満たした上で、令和9年
6月1日以降に引き続き届け出る場合に
限る。

128列以上のマルチスライス型の機器
によるCT撮影に限る。ロ
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